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工事監査の結果報告について 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、平成３０年度の工事監査を実施し

ましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を提出します。 

 本工事監査における個別指摘事項について措置を講じられたときは、地方自治法第１９９条

第１２項の規定に基づき、その旨を報告願います。 
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添付資料 
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1. 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく工事に係る定期監査 

 

2. 監査の対象 

監査の対象工事として、次に掲げる工事を選定した。 

 

①平成３０年度 下建 第３１号 千丁町古閑出地区汚水管築造工事（２工区） 

ア 工事担当課 下水道建設課 

イ 工 事 場 所 八代市千丁町古閑出  

ウ 契 約 金 額 ５６，７００，０００円 

エ 請 負 者 株式会社 栄興 

オ 工 期 平成３０年７月６日～平成３１年３月８日 

 

②建住工 第１号 麦島団地外壁及び屋上防水改修工事（６、７号棟） 

ア 工事担当課 建築住宅課 

イ 工 事 場 所 八代市古城町３００２番地 

ウ 契 約 金 額 ５０，９７６，０００円 

エ 請 負 者 株式会社 米本工務店 

オ 工 期 平成３０年８月１６日～平成３１年２月２８日 

 

3. 監査の実施期間 

  平成３０年１１月１６日から平成３１年２月１９日まで 

  上記期間中、平成３０年１２月１８日に書類審査及び現地調査を実施した。 

 

4. 監査の方法 

今回の工事監査は、当該工事の計画、設計、積算、施工等が関係法令等に基づいて、適法

かつ効率的に行われているか、また経済的に妥当であるかを主な着眼点として実施した。 

事前に当該工事の関係書類の提出を求め、予備調査を行うとともに、担当責任者等から説

明を受けた。また、当該工事の現場に赴き、工事の施工状況、安全管理状況等の視察を行っ

た。 

なお、当該監査については、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、「特定非営

利活動法人 西日本建設技術ネット」と業務委託契約を締結し、専門家（技術士）から専門

的立場による指導及び助言を受けた。 

 

5. 監査の結果 

当該工事の計画、設計、積算、施工等に関しては、重大な不具合もなく、概ね適正に行な

われていたが、その一部に改善すべき事項が見受けられたので、次のとおり個別指摘事項と

して記述した。速やかに改善に取り組んでいただきたい。 
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個別指摘事項について、措置を講じた場合には地方自治法第１９９条第１２項の規定に

基づき、その旨を報告いただきたい。 

なお、詳細については、別添の「平成３０年度 熊本県八代市 工事監査技術調査結果報告

書」を参考にしていただきたい。 

 

 

個別指摘事項 

 

 ◆下水道建設課 

① 埋戻材や立坑に設置するマンホールの選定について、コスト、施工性等の比較検討資料

が添付されていなかった。 

資材、工法等の選定については、比較検討資料を添付していただきたい。 

 

② 特記仕様書及び施工計画書において、農地からの出入りや片側交互通行による道路規制

等の記述がなく一般的な内容となっていた。 

   特記仕様書、施工計画書について、一般的な内容ではなく、現場特有の条件を反映した

記述をしていただきたい。 

 

③ 作業残土（建設発生土）処分について、発注者において追跡調査が行われていなかった。

作業残土処分について、やむを得ず自由処分とする場合は、不法投棄が行われていない       

かの処分結果を発注者において把握するようにしていただきたい。    

 

◆建築住宅課 

① 屋上防水については、既存のゴムシート防水仕上げではなく、改質アスファルトシート

防水が採用されていたが、採用理由についての比較検討資料が添付されていなかった。 

資材、工法等の選定については、比較検討資料を添付していただきたい。 

 

② 特記仕様書及び施工計画書において、入居者への住民対策や高所作業である記述がなく、

一般的な内容となっていた。 

   特記仕様書、施工計画書について、一般的な内容ではなく、現場特有の条件を反映した

記述をしていただきたい。 

 

6. まとめ 

今回の工事監査にあたっては、経験豊富な技術士による建設的な助言・提言を受け、対象

工事の計画、設計、施工の適法性を確保し効率性を高め、また職員の技術水準の向上に資す

ることを主な目的として実施した。 

その結果、当該工事が、概ね適正に行われていたことは、工事を担当する監理部署の監督

職員が日々職務を遂行された努力の成果である。 

なお、前回の工事監査において、施工計画書が現場特有の条件等を反映されていないこと
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について、今後、検討すべき課題として示していたが、依然として改善が見られなかった。

そのため、措置を講じる必要がある事例については、今回より個別指摘事項として記述する

こととした。 

個別指摘事項については、工事等を所管する他の部署についても、各課かいの指摘事項と

して共通認識を持ち、適正な事務を行っていただきたい。 

また、一部において技術士から助言、提言があった事項については、今後留意していただ

きたい。 

今後は、工事等を所管する他の部署においても、「工事監査技術調査結果報告書」を参考

にされ、なお一層の技術水準の向上を図られるとともに、質の高い公共工事の施工により、

良質な社会基盤の推進を期待するものである。 

 




















